
技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

4
河川・
砂防

田原川、石詰川
宇治田原町大字湯
屋谷小字添り16-2

・浚渫の実施

・合流点のスムーズな水
の流れを確保する工事の
施工

なし

なし ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

6 道路 国道307号 宇治田原町湯屋谷

ごみのポイ捨てを防止す
るため、車が止まれない
ように、仮設のガード
レールを設置

なし ×
②利便性向上や環境整備に
関する工事

実施しな
い

技術審査のと
おりとする

他事業で実施
予定

7 道路 宇治田原大石東線 宇治田原町岩山

ごみのポイ捨てを防止す
るため、車が止まれない
ように、仮設のガード
レールを設置

なし ×
②利便性向上や環境整備に
関する工事

実施しな
い

技術審査のと
おりとする

他事業で実施
予定

8 道路 上狛城陽線 井手町大字井手

・白線を引き直し

・制限速度を守るよう看
板設置

なし

なし

○

○

　　　　　　－

路面標示を実施

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

実施すべ
き①

実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

9 道路 富野荘八幡線 京田辺市大住岡村

・道路側溝改良に伴う舗装仮
復旧部分の全面再舗装
・通学路部分のカラー舗装
・歩行者・地域住民の安全対
策を優先したラインの再実施

なし

なし
なし

○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

11 道路 八幡木津線 京田辺市大住三野
・側溝に蓋掛け

・舗装の改良

なし

なし
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

12
河川・
砂防

普賢寺川 京田辺市打田 堆積土砂の取り除き工事 なし ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

14 道路
宇治木屋線（南バ
イパス）

宇治田原町大字郷
之口小字池の首

街路灯の設置 なし ○ － × × × × × ×
実施しな
い

技術審査のと
おりとする

18
河川・
砂防

笠取川
宇治市西笠取下荘
川東

・堆積土砂の除去

・雑草等の除去

なし

なし

○

×

　　　　　　－

②利便性向上や環境整備に
関する工事

○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施すべ
き①

実施しな
い

技術審査のと
おりとする

20 道路 八幡木津線
京田辺市大住大坪
50-3付近

健康村バス停周辺の歩道
拡幅

なし ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城北地域】

受付
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30
河川・
砂防

普賢寺川 京田辺市普賢寺
・河川の土砂の浚渫

・護岸、石垣の木を伐採

なし

なし
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

31
河川・
砂防

手原川
京田辺市大住関屋
～大坪

・堆積した土砂の除去

・雑草の刈り取り

なし

なし

○

×

　　　　　　－

②利便性向上や環境整備に
関する工事

○ ○ ○ ○ × ○
実施しな
い

実施しな
い

技術審査のと
おりとする

堆積土砂の断
面積が、河川
断面の5％未満
のため

32 道路 生駒井手線 京田辺市打田

・学童横断時の旗を横断
歩道の両側に設置

・注意喚起の表示看板を
設置

－

なし

×

○

①府が管理する施設でない
もの

路面標示を実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施しな
い

実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

旗の設置につ
いては、京田
辺市へ情報提
供済

34
河川・
砂防

天津神川
京田辺市薪小欠
15-2

・鉄製の転落防止柵の設
置

・管理用通路の整備

－

あり

×

○

①府が管理する施設でない
もの

　　　　　　－
× × ○ × × ×

実施しな
い

実施しな
い

技術審査のと
おりとする

38 道路 富野荘八幡線
京田辺市大住東林
区

・歩道の新設

・歩道の段差、傾斜の改
修工事

あり

なし
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

39 道路 八幡木津線 京田辺市興戸

・幅員の増加と歩道の設
置
・側溝の溝蓋の目を細か
いものに変更
・緑色に着色等

あり

なし

なし

×

○

④大規模な工事

　　　　　　－ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施しな
い

実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

40 道路 上狛城陽線
井手町大字井手小
字野神～梅ノ木原

ソーラー照明施設を設置 なし ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

ソーラーにつ
いては、町と
調整中

41 道路 寺田水主線
城陽市枇杷庄大水
戸付近

・歩道の設置

・側溝の改修(水はけの
改修）

なし

なし
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

市町村協働型
（受付番号4）
と同一内容

46 道路 八幡宇治線 宇治市神明石塚
道幅の拡幅及び歩道の設
置

あり × ④大規模な工事
実施しな
い

技術審査のと
おりとする

他事業で、路
肩の着色、ラ
インの引き直
しを実施予定

52 道路 黄檗停車場線 宇治市槇島町

・カラー舗装をより鮮明な色に
再舗装し、舗装上に「減速、児
童横断」の文字を書く
・信号機の柱に「減速、この先
横断歩道あり」の看板を設置

なし

なし
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする
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53 道路 京都宇治線
宇治市五ヶ庄芝ノ
東

・歩道に横断防止柵を設置（短
期的には学校周辺に、中長期的
には宇治小学校通学路に）
・交差点付近等には防護柵の設
置も検討

なし

なし
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

実施すべ
き①

技術審査のと
おりとする

L=33mについて
は、他事業で
実施済み

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】
・実施する①…緊急性大
・実施する②…緊急性中
・実施する③…緊急性小
・他事業で実施
・実施しない
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